
群馬東部水道企業団自動販売機設置に係る行政財産の目的外使用許可取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項

の規定により群馬東部水道企業団が管理する行政財産における自動販売機の設置

に係る許可の基準及び使用料等について、群馬東部水道企業団行政財産使用料規程

（平成２８年群馬東部水道企業団企業管理規程第１４号）に規定するもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（許可基準） 

第２条 行政財産において設置を許可する自動販売機は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 飲料水又はたばこの自動販売機 

 ⑵ その他行政財産を使用する住民の日常の利便に供すると認められる自動販売

機 

２ 自動販売機を設置することができる場所は、その設置に係る安全性が確保され、

当該行政財産の使用に支障がなく、及び美観を損ねない場所とする。 

（申請） 

第３条 自動販売機の設置の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

自動販売機設置許可申請書（様式第１号）を企業長に提出しなければならない。 

（許可） 

第４条 企業長は、前条による申請を受け、その設置が第２条の基準に適合している

場合、申請者に自動販売機設置許可通知書（様式第２号）を交付するものとする。 

（許可期間） 

第５条 自動販売機の設置の許可に係る期間の末日は、直近の年度の末日とする。た

だし、企業長が、直近の年度の末日以外の日を指定した場合は、この限りでない。 

（許可期間の更新） 

第６条 自動販売機の設置の許可を受けた者（以下「設置者」という。）は、許可を

受けた期間を更新しようとする場合は、当該許可を受けた期間の満了する日の１月

前までに、第３条の例により申請を行うものとする。 

（自動販売機使用料） 

第７条 設置者から徴収する自動販売機１台当たりの月額の使用料（以下「自動販売

機使用料」という。）は、別表第１のとおりとする。 



（電気の経費等） 

第８条 自動販売機の稼働に係る月額の電気の経費（以下「電気の経費」という。）

は、別表第２のとおりとする。 

２ 行政財産の電源の改修等が必要になる場合の経費その他自動販売機の設置に要

する経費は、設置者の負担とする。 

（納付方法） 

第９条 設置者は、自動販売機使用料及び電気の経費を企業長が指定する日までに納

付するものとする。 

（福祉団体等が設置する自動販売機使用料の減額） 

第１０条 企業長は、福祉団体等（母子、障がい者等で構成される団体、社会福祉法

人、特定非営利活動法人その他これらに類する団体をいう。）に設置の許可をした

場合は、徴収する自動販売機使用料のうち売上額に係る設置使用料に相当する額を

減額することができる。 

（月次報告） 

第１１条 設置者は、次に掲げる事項を記載した月次報告書を、翌月の１５日までに

企業長に提出するものとする。 

 ⑴ 売上の数量及び金額並びに売上額に係る設置使用料 

 ⑵ 消費電力量 

 ⑶ その他企業長が特に必要と認める事項 

２ 企業長は、設置者が提出した月次報告書に疑義があるときは、調査し、設置者に

対し詳細な報告を求めることができる。 

（その他） 

第１２条 この告示の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



別表第１（第７条関係） 

自動販売機使用料 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額 

⑴ 自動販売機使用料 次のア又はイに掲げる場合に応じ、当該ア又はイに定め

る額 

ア 前年度の売上額が５００，０００円未満の場合（前年度の売上実績がない

場合を含む。） １，０００円 

イ 前年度の売上額が５００，０００円以上の場合 ２，０００円 

⑵ 売上額に係る設置使用料 １月当たりの自動販売機の売上額に、たばこの自

動販売機にあっては１００分の３を、その他の自動販売機にあっては１０分の

１を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額） 

 

別表第２（第８条関係） 

区分 電気の経費 

使用電力計

測用の子メ

ーターが設

置されてい

る場合 

次の式により算定した額（その額に１円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額） 

 

自動販売機を設置した施設の当該月の電気使用料（基本料を含む。）

×子メーターの当該月の電力使用量÷自動販売機を設置した施設の

当該月の電力使用量 

使用電力計

測用の子メ

ーターが設

置されてい

ない場合 

自動販売機１台当たり、たばこの自動販売機にあっては４，０００円、

カップ式飲料用自動販売機にあっては１２，０００円、その他自動販

売機にあっては１０，０００円 

 


